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行政機関と連携した悪質商法事犯等の検挙について 
        

 

１ 悪質商法等の検挙事件数の推移 

 

注 同一の被疑者で関連の余罪がある場合でも、１つの事件として計上している。 
 

 

２ 利殖勧誘事犯及び特定商取引等事犯の類型別検挙状況 

利殖勧誘事犯の類型別の検挙事件数の割合(令和２年)        特定商取引等事犯の類型別の検挙事件数の割合(令和２年) 

 
 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 

３ 警察に対する相談の状況（令和２年） 

(1) 相談件数 

利殖勧誘事犯・・・・・・・・・・・  １，８０６件（＋２４６件） 
特定商取引等事犯・・・・・・・・・１０，０１６件（＋２，９０３件） 
ヤミ金融事犯・・・・・・・・・・・  ５，５７４件（－１，１１６件） 
                        ※括弧内は令和元年比 

  

平23 平24 平25 平26 平27 平28 平29 平30 令01 令02
利殖勧誘事犯 35 41 37 40 37 24 43 41 41 38
特定商取引等事犯 161 124 172 173 155 131 164 120 132 132
無登録・高金利事犯 254 190 168 151 140 139 135 130 118 106
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(2) 相談の分析 

ア 最初に金銭を支払ってから警察に相談に行くまでの期間 

 
 

イ 警察に相談に行くまでに１ヶ月以上要した理由 

 

 

ウ １ヶ月以上経過してから相談に行った経緯 
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(3) 相談当事者の年代別構成比の推移 

【利殖勧誘事犯】                                            

 
【特定商取引等事犯】 

 
【ヤミ金融事犯】 
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４ 行政機関との連携による検挙事例の紹介 

(1) 行政機関からの情報提供に基づく特定商取引法違反（不備書面交付）事件（山梨県） 

行政機関から、クーリング・オフに応じない悪質業者がいるとの情報を端緒に、クーリン

グ・オフに関する記載等がない契約書面を交付した屋根修繕業者を特定商取引法違反（不備

書面交付）で検挙した。 

(2)  行政機関との連携による特定商取引法違反（立入検査拒否等）事件（埼玉県） 

屋根修繕工事にかかる悪質訪問販売業者に対して行政機関が特定商取引法に基づく立入

検査を実施した際、当該業者が立入検査を拒否したため、同機関と連携のうえ、当該業者を

特定商取引法違反（立入検査拒否等）で検挙した。 

(3) 行政機関との連携による特定商取引法違反（不備書面交付等）事件（滋賀県） 

行政機関との連携により、不備書面交付や威迫困惑を行う悪質訪問販売業者について情報

共有し、同機関が行政指導を実施した後も、不備書面交付や威迫困惑による勧誘を続けてい

た業者を特定商取引法違反（不備書面交付、威迫困惑）で検挙した。 

 




